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教育・保育給付認定について、次のとおり申請します。併せて、保育所等への入所について、関係書類を添えて、次のとおり申し込みます。

申請（申込）保護者以外の者に関することについては、その者の同意を得て、記入・提出しました。なお、申請（申込）後、提出した書類の内

容に変更があった場合は、速やかに届け出ます。

また、この申請（申込）において、次のことに同意します。

教育・保育給付認定、利用者負担額（保育料）、保育園等副食費の免除の決定及び施設型給付費等の算定をするため、福祉事務所長が必要

と認める場合に、私と私の属する世帯員（この申請（申込）に記載されている者）に関する市民税課税状況を課税資料により確認されるこ

と、生活保護、ひとり親家庭等医療費補助、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障害年金、児童手

当、児童扶養手当の受給状況等に関する情報を関係機関に確認されること。また、生計を一にしているが住民票が別世帯になっている世帯

の代表者から、その世帯全員の市民税課税状況を課税資料により確認されること、生活保護、ひとり親家庭等医療費補助、身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障害年金、児童手当、児童扶養手当の受給状況等に関する情報を関係機関に

確認されること。

決定した利用者負担額（保育料）及び保育園等副食費の免除について保育所等に対して提示すること及び連絡先電話番号を入所した保育所

等から聴取されること。

施設型給付費等は、申請（申込）者に代わり、利用する施設・事業所が受領すること。

認定事務が集中し審査に時間を要するため、４月入所に係る認定の結果は、利用調整の結果とともに３月（５月入所の場合は４月）までに

通知されること。

安佐北区の高南保育園と佐伯区の八幡東保育園は、令和７年度末で閉園する予定であるため、新たなこどもの受入れを終了していること。

申請書に記載した情報（マイナンバー及び以下の「世帯の状況」に記入いただいたこどもの同居者の情報を含む。）は、以下の利用目的の

範囲内で使用し、以下の利用目的を遂行するために業務を委託する場合及び本人の同意を得た場合を除き、以下の利用目的以外で第三者に

提供しないこと。

（１）入所決定及び保育の必要性の調査の事務

　　（例）電話・訪問による申請（申込）書及び関係書類の内容確認・調査、入所申込時の保育の必要性の調査、入所の選考、入所の決定

（２）利用者負担額（保育料）、保育園等副食費の免除の決定及び徴収、施設型給付費等の算定

（３）保育所等の保育の実施に必要な情報の提供　※マイナンバーを施設に提供することはありません。

【教育・保育給付認定申請書　保育所等入所・延長保育申込書（兼保育児童台帳）提出に当たっての注意事項】

この申請（申込）書は、申請（申込）こどもごとに提出してください。同一世帯で２人以上の申請（申込）をする場合は、添付書類を最年少児

の申請（申込）書に添付してください。提出された申請（申込）書に基づき、申請（申込）受付・面談を行います。添付書類については、申請

（申込）こどもと生計を一にする父母それぞれの人ごとに必要です（世帯状況によっては祖父母等の書類も必要な場合があります。）。

「保育を希望する期間」には、小学校に就学するまでの間で、保育を必要とする事由に該当する期間を記入してください。なお、保育を必

要とする事由によっては、希望に添えないこともあります。

毎年、保育を必要とする事由を証明するための書類及び世帯状況を確認するための書類等を提出する必要があります。

偽りの申請（申込）をした場合は、認定の取消及び保育の実施を解除することがあります。

出産予定や育児休業を取得する場合、または転職や求職活動をする場合は、必ず申し出てください。

「家族の状況」の欄には、生計を一にする別居のきょうだい等も、年齢にかかわらず記入してください。

希望する保育所等について 

２区以上の保育所等を希望する場合も、全てを記入してください。なお、保育所（公・私立）、認定こども園（公立）以外へ入所が決定した場

合は、それぞれの施設で入所の手続きをしてください。 保育所等とは：保育所、認定こども園（保育所部分）、小規模保育事業所、事業所内

保育事務所（地域枠）

保育必要量について

「標準時間」⇒保育利用時間は１日当たり１１時間まで（各施設により利用時間が異なります。）

「短時間」⇒保育利用時間は１日当たり８時間まで（各施設により利用時間が異なります。） 

保育必要量は、保護者の就労時間・状況等を認定基準に照らし合わせ、最終的に広島市が決定します。 よって、申請と異なる場合があり

ますので、予めご承知ください。

保育を必要とする事由が、就労、介護・看護または就学でありそれらに要する時間が原則として１か月当たり１２０時間未満である場

合、求職活動である場合、育児休業中の転園である場合は短時間認定となります。 標準時間認定の方は、短時間認定を選択することもで

きます。

延長保育の利用について 

５ページ目の８を必ず記入してください。なお、公立保育所以外へ入所決定した場合は、入所する保育所で延長保育の手続きをしてくだ

さい。

・

・

・

・

・

・



１　申請（申込）こどもについてお尋ねします。該当する項目に 及び必要事項を記入してください。

（１）現在の状況について

家庭で保育をしている。 家庭で保育をしている。

世話をしている家族の続柄（　　　　　　） 世話をしている家族の続柄（　　　　　　）

保育所等、幼稚園等の施設に預けている。 保育所等、幼稚園等の施設に預けている。

施設名（ ） 施設名（ ）

その他（ ） その他（ ）

（２）発達状況等について

□ 発達上の心配事や定期的な通院等がある。

状況等

□ 障害者手帳を取得しているまたは特別児童扶養手当の支給対象である。

□ 身体障害者手帳　　□ 療育手帳　　□ 精神障害者保健福祉手帳　　□ 特別児童扶養手当

□ 上記への該当はない。

※ 手帳等がある場合は、手帳等の写し、心身状況調査書をご提出ください（心身状況調査書の記入には母子健康手帳が必要です。）。

障害状況については、事前に、入所希望保育所等及び区福祉課へご相談ください。

（３）　アレルギーの有無について

①　食物アレルギー等の有無 □ あり □ なし

②　アレルギー検査 □ 受けている □ 受けていない

アレルギー源・対応

２　世帯状況についてお尋ねします。該当する状況に をしてください。

（１）ひとり親家庭である。 □ はい □ 離婚調停中である □ いいえ

（２）同居世帯員が、障害者手帳を取得しているまたは特別児童扶養手当の支給対象である。

□ はい（こどもとの続柄：　　　　　　　） □ いいえ

（３）生活保護を受けている。 □ はい（　　　　　　年　　　　　月から） □ いいえ

※ （１）～（３）は、世帯状況が確認できる次の書類をご提出ください。

（１）に該当する方は、遺族年金証書の写し、児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給者証の写し、

戸籍全部事項証明書（住民票不可）の写し等

（２）に該当する方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当認定通知書の写し等

（３）に該当する方は、生活保護被保護者証明書の写し等

（４）住民票の異動状況（下記１月１日現在、広島市以外の方は（　　　　）に市町村名を、マス目にマイナンバーを記入してください。）

※ （４）において、１月１日現在広島市外に居住していた等により、広島市以外で課税されている場合は、その市町村民税がわかる証明

書類が必要です。※マイナンバー制度による情報連携によって確認できるときは、省略することができます。詳細は「申請書（申込書）

に添付する書類」をご覧ください。

課税証明書等をすでにご提出済みの場合は不要となる場合がありますので、区福祉課にご相談ください。

□

□

□

他のこども申請（申込）こども

父

母

父

母

父

母

　広島市　・　その他（　　　　　　　　　　）

　広島市　・　その他（　　　　　　　　　　）

　広島市　・　その他（　　　　　　　　　　）

　広島市　・　その他（　　　　　　　　　　）

有　・　無

有　・　無

令和７年１月１日現在

令和８年１月１日現在

他市町村へ転出後の再転入

令和７年１月１日以降、

□

□

□



３　兄弟姉妹で同時に申込む場合についてお尋ねします。

 該当する番号の横の□にチェックをつけてください。

①

②

③

④-1 ※

④-2 ※

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ※

※ ④-1，④-2，⑨を選択された場合、「その他希望表」を提出してください。

４　育児休業復帰に係る申込みの場合に、育児休業の延長を許容できる方は をしてください。

□ 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。

※ １０に注意事項がありますので内容を確認し、上記４と、１０（「育児休業の延長も許容できる」を選択する申込み）に をしてください。

５　育児休業復帰又は就労開始に係る申込みの場合に入所日の翌日から１か月以内に職務復帰

 又は就労を開始できる方は をしてください。

　□　私、又は私の配偶者は現在、育児休業取得中又は就労開始予定ですが、保育所等に入所が決定

　　　した場合、入所日の翌日から１か月以内に職務に復帰又は就労開始します。

仮に待機となった場合、翌月以降の入所希望日

　□ １日を希望（翌月１日までに復帰又は就労開始が可能）

　□ 日を希望（復帰日又は就労開始日が毎月 日のため）

※ １０に注意事項がありますので内容を確認し、上記５と、１０（育児休業復帰又は就労開始に係る申込み）に をしてください。

※ 育児休業復帰予定又は就労開始予定の方でならし保育を希望する場合は入所日から復帰までの１か月間を利用できます。ならし保育

を希望する場合、ならし保育開始日が入所開始日となります。

希望上位園を優先

別の月でもよい

ー

上の子優先

下の子優先

きょうだい優先なし
希望上位園を優先

同じ月を希望

別の園でもよい

同じ月を希望

同じ園を希望

きょうだい優先なし
同じ園を優先

別の月でもよい

①～⑧以外の場合

同じ園を優先

希望上位園を優先

同じ園を優先

□

（５ページ目に続きます。）

その他条件
同じ月を希望か

別の月でもよいか
同じ園を希望か

別の園でもよいか

□

□

□

□

□

□

□

□

□

番号

同じ園に決まらない時はきょうだい全員待
機になります。

上の子が入所できない時は、下の子に入所
可能な園があっても下の子も待機になりま
す。

下の子が入所できない時は、上の子に入所
可能な園があっても上の子も待機になりま
す。

希望順位が低い園であっても、できれば同
一保育所等に入所したい場合の条件です。
「その他希望表」を記入してください。

ひとりでも希望の順位が高い園に入所した
い場合の条件です。
「その他希望表」を記入してください。

―

―

「その他希望表」を記入してください。

補足事項

きょうだいが同時に入所できなければ、全員
待機となります。



６　申請（申込）こどものご家庭について、お尋ねします。

 祖父母の状況について、同居・別居に関わらず、記入してください。

７　申請（申込）こどもの登所・降所の状況についてお尋ねします。

 第一希望の保育所等について、該当する項目に〇及び必要事項を記入してください。 第一希望の保育所等について、該当する項目に〇及び必要事項を記入してください。

（１）登所について

① 連れていくのは何時ごろですか。 午前 時 分

② 交通手段は何ですか。 徒歩・自動車・自転車・公共交通機関

（２）降所について

① 迎えに来るのは何時ごろですか。 午後 時 分

② どこから保育所に迎えにきますか。 自宅・勤務先・その他（　　　　　　　　）

③ 交通手段は何ですか。 徒歩・自動車・自転車・公共交通機関

８　延長保育の利用を希望する方にお尋ねします。該当する項目に〇及び必要事項を記入してください。

（１）迎えに来ることができる方 父　・　母

（２）延長保育を希望する理由 父…超過勤務・その他（　　　　　　　　　）

母…超過勤務・その他（　　　　　　　　　）

（３）勤務時間等で遅くなる場合の勤務終了時刻 父…午後　　　時　　　分（1週間あたり　　　日程度）

母…午後　　　時　　　分（1週間あたり　　　日程度）

（４）迎えに来ることができる時刻 父…午後　　　時　　　分ごろ

母…午後　　　時　　　分ごろ

（５）仮に待機となった場合、翌月以降の利用開始希望日 □ 入所希望日と同日

□ 入所月の＿＿＿日

□ 入所翌月の＿＿＿日

９　今後の待機児童調査のため、仮に待機となった場合、該当する項目に 等を記入してください

（入所選考には影響しません。）。

□ 家庭で保護者が保育

□ 育児休業延長（最長で　　　　　年　　　　　月　　　　　     ）定予長延でま日

□ 翌月以降も審査を希望する

「就労証明書」が必要な場合があります。

□ 申請（申込）を取り下げる予定

実際に取り下げる際は「取下書」をご提出ください。

□ 求職活動中

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 職場へ同伴させ、職場で保護者が保育（　父　・　母　・　その他　）

□ 祖父母などの親族が保育

□ 幼稚園に入園

□ 一時預かりを利用

□ 認可外保育施設を利用（　企業主導型保育施設　・　その他　）

□ 在園中の施設を継続する（転園希望の場合）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

祖父 同居・別居 勤務・自営業・無職・その他
母方

勤務・自営業・無職・その他

祖母 同居・別居 勤務・自営業・無職・その他

勤務状況

父方
祖父

祖母 同居・別居 勤務・自営業・無職・その他

（6ページ目に続きます。）

同居・別居の別 別居の場合の自宅住所

同居・別居

区分



10　以下の申込みをされる場合については、注意事項があります。

□ 複数の区の保育所等への申込み

１. 第一希望の保育所等に入所が決まった場合

第二希望以下の申込みについては自動的に取下げとなります。

２. 第二希望以下の保育所等に入所が決まった場合

入所が決まった保育所等よりも上位に他区の保育所等がある場合、上位の区では翌月以降も審査が継続します。

この場合、翌月以降に上位の区で入所が決まった場合には必ず転園をしていただくことになります。

上位の区での審査を希望されない場合は、すみやかに上位の保育所等の区福祉事務所へ取下げの手続きをしてください。

入園が決まった保育所等よりも上位に他区の保育所等がない場合、審査は継続せず自動的に取下げとなります。

同区内の上位の保育所等を希望される場合は改めて転園申請が必要です。

□ 転園申請

１. 転園が決定した場合

お子様の転園に伴って、現在通われている保育所等には別のお子様が入所しますので、必ず退所していただくことになります。

転園決定後、現在通われている保育所等に引き続き通いたいと希望されても戻れませんので、ご注意ください。

２. 転園申請が保留となった場合

保護者の方から取下げの連絡がない限り、審査は継続します。

転園を希望されなくなった場合は、すみやかに区福祉事務所へ取下げの手続きをしてください。

□ 「育児休業の延長も許容できる」を選択する申込み

１.  をした場合、利用調整の優先度が下がります。（Xランク）

２.  をした場合でも、希望する保育所等の定員に空きがある場合などは入所となることがあります。

３. 利用調整の結果、保留となった場合、その後の選考もXランクで行います。Xランクの　をはずす場合、別途

保育所等入所申込内容変更届出書の提出が必要となります。

毎月の申請締切日までに保育所等入所申込内容変更届出書の提出がない場合は、利用調整の優先度が下がったまま

選考を行いますので、ご注意ください。

□ 育児休業復帰又は就労開始に係る申込み

１.  保育所等の入所が決定した場合には、入所日の翌日から１か月以内に職務復帰又は就労を開始してください。

２.  職務復帰又は就労開始後、速やかに就労証明書を作成いただき、ご提出ください。

３.  入所日の翌日から１か月以内の職務復帰又は就労開始が確認できない場合は入所取消しとなる場合があります。

〇問合せ先

区福祉課　※携帯電話等から電話する場合は、市外局番「082」が必要です。

〒730-8565 中区大手町四丁目1-1

〒732-8510 東区東蟹屋町9-34

〒734-8523 南区皆実町一丁目4-46

〒733-8535 西区福島町二丁目24-1

〒731-0194 安佐南区中須一丁目38-13

〒731-0221 安佐北区可部三丁目19-22

〒736-8555 安芸区船越南三丁目2-16

〒731-5195 佐伯区海老園一丁目4-5

こども未来局幼保給付課

〒730-8586

面接者

　　　　　　　　　　　　　区・　父　・　母　・　祖父　・　祖母　・　その他（　　　　）

来所者

西

安佐南

安佐北

安芸

　     当てはまる申込みの注意事項の内容を確認し、十分理解した上で を記入してください。

Tel番号

佐伯

南

東

中

E-MailアドレスFax番号区 所在地

中区国泰寺町一丁目6-34
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